
 

 

 

 

 

参考図 

石綿使用建築物の解体等工事に係る情報交換の流れ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜無届解体作業への対応＞ 

関係各課の情報交換によるチェックや、市民からの通報等に基づき、必要に応じて現場

調査を実施し、石綿使用の有無を確認したうえで届出及び作業基準の遵守等を指導する。 

環境局 

大 気 汚 染 防 止 法 

大阪府生活環境の保全等に関する条例 

・特定粉じん排出等作業(法・条例) 
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関係通知 

○ 特定粉じん排出作業にかかる指導

の徹底について〔H17.8.1 環境省環境

管理局大気環境課長通知〕 

○ 石綿が使用されている建築物等の

解体等を行う作業現場に対する監督

指導等の重点的な実施について

〔H17.7.29 厚生労働省労働基準局長

通知〕 

･解体等工事の情報交換 

･必要に応じて合同立入 

労働基準監督署(国) 

労働安全衛生法  

石綿障害予防規則 

・石綿使用建築物解体等作業 


